
龍ケ崎市文化会館フレンド会会則 

（名称） 

第１条 本会は、龍ケ崎市文化会館フレンド会（以下｢フレンド会｣という。）という。 

（事務所） 

第２条 フレンド会の事務局は、龍ケ崎市文化会館におく。 

（目的） 

第３条 フレンド会は、龍ケ崎市文化会館を中心として、市民の文化の高揚に協力し、 

 会員の教養向上と親睦を図ることを目的とする。 

 （事業） 

第４条 フレンド会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１）フレンド会は、文化事業の健全な発展を図るために必要な事業を行う。 

 （２）公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団（以下「財団」という。）の自主文化 

事業に協力する。 

 （組織） 

第５条 この会は、第３条の目的に賛同し入会した者（以下「会員」という。）をもって 

組織する。 

 （種別） 

第６条 会員の種別は、次のとおりとする。 

（１）個人会員 

（２）ファミリー会員 

（入会及び会費） 

第７条 入会及び会費については、次のとおりとする。 

 （１）新規入会の場合、入会金１，０００円を納入するものとする。 

 （２）会費は、個人会員については、年額２，０００円、ファミリー会員については 

   年額４，０００円とする。 

 （３）期間は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 （４）会費の納入は、入会と同時にその当該年度分を納入し、途中退会の場合、会費 

   の払い戻しはしないものとする。 

（会員特典） 

第８条 会員の特典は次のとおりとする。 

 （１）自主文化事業の案内のチラシを発行の都度郵送する。 

 （２）チケットの優先予約（一般発売日の１週間前から電話にて受付） 

 （３）自主文化事業のチケットを個人会員は 1 事業につき２枚、ファミリー会員は同 

   居家族人数分、１０％程度割引で購入できるものとする。 



（役員） 

第９条 この会に次の役員をおく。 

   会 長  １名 

   副会長  ２名 

   委 員  若干名 

   監 事  ２名 

（役員の選出） 

第 10条 委員は、会員の中から選出する。 

   ２ 会長、副会長及び監事は委員の互選により選出する。 

（役員の職務） 

第 11条 役員の職務は次のとおりとする。 

（１）会長は、フレンド会を代表し会務を総括して必要に応じて役員会を招集し役員会 

   の議長を務める。 

（２）副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（３）委員は、フレンド会の業務に協力する。 

（４）監事は、業務会計を監査する。 

（役員会） 

第 12条 役員会は、会長、副会長、委員、監事をもって構成する。 

２ 役員会は、事業報告、決算の承認及び事業計画、予算の承認、役員の改選、 

その他必要事項を決議する。 

（役員の任期） 

第 13条 役員の任期は２年間とし、再任を妨げない。 

（事務局） 

第 14条 このフレンド会の事務を処理するために、事務局を置く。 

  ２ 事務局に職員 1名を置く。 

（経費） 

第 15条 この会の経費は、会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

（事業及び会計年度） 

第 16条 この会の事業及び会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（会則の改正） 

第 17条 この会則の改正は、役員会の承認を得て行う。 

（会則の改正） 

第 18条 この会則に定めるもののほか、この会に関し必要な事項は会長が役員会にはかり 

    別に定めるものとする。 

付 則  この会則は、平成９年６月１日より施行する。 

付 則  この会則は、平成１０年１月１７日より施行する。 

 付 則  この会則は、平成２１年１０月２８日より施行する。 

付 則  この会則は、平成２３年５月１日より施行する。 

付 則  この会則は、平成２４年５月３１日より施行する。 

付 則  この会則は、平成２５年５月３１日より施行する。 

 


